
かめろうき会報 
令和２年１２月号（第１７１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  

東京労働局外国人特別相談・支援室は、JR 四ツ谷駅前の外国人在留支援センター（FRESC

／フレスク）※内にあり、外国人材を円滑に活用できるよう、外国人労働者を雇用する事業

主等向けのセミナーや訪問支援の実施を予定しているほか、労働条件・安全衛生管理に関

する相談を受け付けています。 

※ 外国人在留支援センター（FRESC／フレスク）は、外国人の在留を支援するための政府の多様な窓

口が集まって、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援に取り組む地

方公共団体の支援などの取組を行っています。また、外国人在留支援センターに入居する機関が連

携して、外国人の在留に関する様々な相談対応や支援施策を実施しています。 

【相談内容の例】 

◆ 解雇、賃金不払、労働時間等、労働基準法や最低賃金法に関する相談。 

◆ 雇止め、職場のいじめ等、労働基準法違反以外の労使紛争に関する相談。 

◆ 外国人労働者向けの安全衛生教育用資料・教材・教習機関等の紹介等、 

  安全衛生管理に関する相談。 

【対応言語】 

  日本語、英語、中国語（日によって対応言語が異なります。） 

【開庁時間】 

  午前９時 00 分～午後５時 00 分 

   土曜、日曜、祝日、年末年始（12 月 29 日から１月３日）を除く 

【相談方法】 

  面談、電話による相談のほか、安全衛生管理についてはメールでも相談を受け付けて

います。 

  ◆所在地 〒１６０－０００４ 

東京都新宿区四谷１－６－１四谷タワー１３階 

 外国人在留支援センター内（各線四ツ谷駅徒歩１～３分） 

  ◆TEL 0570-011000（FRESC ナビダイヤル※） 

    ※相談機関の番号２を選択後、労働相談は１、安全衛生管理相談は２。 

      03-5363-3013（一部の IP 電話または海外からはこちら） 

  ◆安全衛生管理専用フリーダイヤル 0120-816703（安全衛生以外は非対応） 

  ◆安全衛生管理専用メールアドレス（下記ホームページをご覧ください）

http://www.toukiren.or.jp/fresc/ 

【その他】 

  ◆外国人特別相談・支援室ホームページ 

    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/fresc.html 

  ◆厚生労働省が開設している外国語による労働相談窓口（全国） 

    https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 

  ◆労働基準監督署・総合労働相談コーナー（全国） 

    https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/index.html 

東京労働局  外国人特別相談・支援室  
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令和３年新春賀詞交歓会 中止のお知らせ 

 

 

新型コロナウィルス感染症の流行状況等により、令和３年新春賀詞交歓

会を中止いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

発   行  公益社団法人東京労働基準協会連合会 亀戸労働基準協会支部 

 〒136-0071 江東区亀戸２－２５－１２ 
Ｔ Ｅ Ｌ ５６２７―９９３３ 
Ｆ Ａ Ｘ ５６２７―９９３９ 

Ｅメールアドレス kame-roukikyou@mbr.sphere.ne.jp 
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